
 

 

議
案
第
三
十
五
号 

半
田
市
市
税
条
例
等
の
一
部
改
正
に
つ
い
て 

 

半
田
市
市
税
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
も
の
と
す
る
。 

 
 

令
和
六
年
三
月
二
十
九
日
提
出 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

半
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半
田
市
市
税
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 

（
半
田
市
市
税
条
例
の
一
部
改
正
） 

第
一
条 

半
田
市
市
税
条
例
（
昭
和
五
十
二
年
半
田
市
条
例
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。 

第
三
十
三
条
の
七
第
一
項
中
「
若
し
く
は
金
銭
」
を
削
り
、
同
項
第
九
号
中
「
第
三
項
」

を
「
第
二
項
第
四
号
」
に
改
め
、
「
特
定
」
を
削
り
、
「
金
銭
」
を
「
当
該
公
益
信
託
に
係

る
信
託
事
務
に
関
連
す
る
寄
附
金
」
に
改
め
る
。 

第
四
十
九
条
第
二
項
中
「
に
よ
つ
て
」
を
「
に
よ
り
」
に
改
め
、
同
項
に
次
の
た
だ
し
書

を
加
え
る
。 

た
だ
し
、
市
長
が
、
当
該
者
が
同
項
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ

り
、
か
つ
、
市
民
税
を
減
免
す
る
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

第
四
十
九
条
第
三
項
中
「
に
よ
つ
て
」
を
「
に
よ
り
」
に
、
「
に
お
い
て
は
」
を
「
に

は
」
に
改
め
る
。 

第
五
十
四
条
中
「
第
六
十
四
条
第
四
項
」
を
「
第
百
五
十
二
条
第
五
項
」
に
改
め
る
。 

第
六
十
五
条
第
二
項
中
「
に
よ
つ
て
」
を
「
に
よ
り
」
に
改
め
、
同
項
に
次
の
た
だ
し
書

を
加
え
る
。 

た
だ
し
、
市
長
が
、
当
該
者
が
所
有
す
る
固
定
資
産
が
同
項
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す

る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
り
、
か
つ
、
固
定
資
産
税
を
減
免
す
る
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
場
合

は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

第
六
十
五
条
第
三
項
中
「
に
よ
つ
て
」
を
「
に
よ
り
」
に
、
「
に
お
い
て
は
」
を
「
に

は
」
に
改
め
る
。 

第
百
二
十
五
条
の
三
第
二
項
中
「
に
よ
つ
て
」
を
「
に
よ
り
」
に
改
め
、
同
項
各
号
列
記

以
外
の
部
分
に
次
の
た
だ
し
書
を
加
え
る
。 

た
だ
し
、
市
長
が
、
当
該
者
が
所
有
し
、
又
は
取
得
す
る
土
地
が
同
項
各
号
の
い
ず
れ
か

に
該
当
す
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
り
、
か
つ
、
特
別
土
地
保
有
税
を
減
免
す
る
必
要
が
あ
る



 

 

と
認
め
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

第
百
二
十
五
条
の
三
第
三
項
中
「
に
よ
つ
て
」
を
「
に
よ
り
」
に
改
め
る
。 

附
則
第
四
条
の
二
を
削
る
。 

 
 

附
則
第
五
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。 

 
 

（
令
和
六
年
能
登
半
島
地
震
災
害
に
係
る
雑
損
控
除
額
等
の
特
例
） 

第
五
条
の
二 

所
得
割
の
納
税
義
務
者
の
選
択
に
よ
り
、
法
附
則
第
四
条
の
四
第
四
項
に
規

定
す
る
特
例
損
失
金
額
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
特
例
損
失
金
額
」
と
い
う
。
）
が
あ

る
場
合
に
は
、
特
例
損
失
金
額
（
同
条
第
四
項
に
規
定
す
る
災
害
関
連
支
出
が
あ
る
場
合

に
は
、
第
三
項
に
規
定
す
る
申
告
書
の
提
出
の
日
の
前
日
ま
で
に
支
出
し
た
も
の
に
限
る
。

以
下
こ
の
項
及
び
次
項
に
お
い
て
「
損
失
対
象
金
額
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
、
令
和
五

年
に
お
い
て
生
じ
た
法
第
三
百
十
四
条
の
二
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
損
失
の
金
額
と

し
て
、
こ
の
条
例
の
規
定
を
適
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
三
十

三
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
控
除
さ
れ
た
金
額
に
係
る
当
該
損
失
対
象
金
額
は
、
そ
の
者
の

令
和
七
年
度
以
後
の
年
度
分
で
当
該
損
失
対
象
金
額
が
生
じ
た
年
の
末
日
の
属
す
る
年
度

の
翌
年
度
分
の
市
民
税
に
係
る
こ
の
条
例
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
該
損
失
対
象

金
額
が
生
じ
た
年
に
お
い
て
生
じ
な
か
つ
た
も
の
と
み
な
す
。 

2 

前
項
前
段
の
場
合
に
お
い
て
、
第
三
十
三
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
控
除
さ
れ
た
金
額
に

係
る
損
失
対
象
金
額
の
う
ち
に
同
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
た
者
と
生
計
を
一
に
す
る
令

第
四
十
八
条
の
六
第
一
項
に
規
定
す
る
親
族
の
有
す
る
法
附
則
第
四
条
の
四
第
四
項
に
規

定
す
る
資
産
に
つ
い
て
受
け
た
損
失
の
金
額
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
親
族
資
産
損
失

額
」
と
い
う
。
）
が
あ
る
と
き
は
、
当
該
親
族
資
産
損
失
額
は
、
当
該
親
族
の
令
和
七
年

度
以
後
の
年
度
分
で
当
該
親
族
資
産
損
失
額
が
生
じ
た
年
の
末
日
の
属
す
る
年
度
の
翌
年

度
分
の
市
民
税
に
係
る
こ
の
条
例
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
該
親
族
資
産
損
失
額

が
生
じ
た
年
に
お
い
て
生
じ
な
か
つ
た
も
の
と
み
な
す
。 

3 

第
一
項
の
規
定
は
、
令
和
六
年
度
分
の
第
三
十
五
条
の
二
第
一
項
又
は
第
四
項
の
規
定

に
よ
る
申
告
書
（
そ
の
提
出
期
限
後
に
お
い
て
市
民
税
の
納
税
通
知
書
が
送
達
さ
れ
る
時

ま
で
に
提
出
さ
れ
た
も
の
及
び
そ
の
時
ま
で
に
提
出
さ
れ
た
第
三
十
五
条
の
三
第
一
項
の

確
定
申
告
書
を
含
む
。
）
に
第
一
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
よ
う
と
す
る
旨
の
記
載
が
あ

る
場
合
（
こ
れ
ら
の
申
告
書
に
そ
の
記
載
が
な
い
こ
と
に
つ
い
て
や
む
を
得
な
い
理
由
が

あ
る
と
市
長
が
認
め
る
場
合
を
含
む
。
）
に
限
り
、
適
用
す
る
。 



 

 

附
則
第
六
条
中
「
附
則
第
四
条
の
四
第
三
項
」
を
「
附
則
第
四
条
の
五
第
三
項
」
に
、

「
第
三
十
四
条
の
二
」
を
「
第
三
十
三
条
の
二
」
に
改
め
る
。 

附
則
第
七
条
の
四
の
次
に
次
の
四
条
を
加
え
る
。 

 
 

（
令
和
六
年
度
分
の
個
人
の
市
民
税
の
特
別
税
額
控
除
） 

第
七
条
の
五 
令
和
六
年
度
分
の
個
人
の
市
民
税
に
限
り
、
法
附
則
第
五
条
の
八
第
四
項
及

び
第
五
項
に
規
定
す
る
と
こ
ろ
に
よ
り
控
除
す
べ
き
市
民
税
に
係
る
令
和
六
年
度
分
特
別

税
額
控
除
額
を
、
前
年
の
合
計
所
得
金
額
が
千
八
百
五
万
円
以
下
で
あ
る
所
得
割
の
納
税

義
務
者
（
次
条
及
び
附
則
第
七
条
の
七
に
お
い
て
「
特
別
税
額
控
除
対
象
納
税
義
務
者
」

と
い
う
。
）
の
第
三
十
三
条
の
三
、
第
三
十
三
条
の
六
か
ら
第
三
十
三
条
の
九
ま
で
、
附

則
第
五
条
第
二
項
、
附
則
第
七
条
第
一
項
、
附
則
第
七
条
の
三
の
二
第
一
項
、
前
条
及
び

附
則
第
九
条
の
二
の
規
定
を
適
用
し
た
場
合
の
所
得
割
の
額
か
ら
控
除
す
る
。 

2 

前
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
お
け
る
第
三
十
三
条
の
七
第
二
項
、
第
四
十
五
条

の
五
第
一
項
及
び
前
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
第
三
十
三
条
の
七
第
二
項
及
び
前

条
中
「
附
則
第
五
条
の
六
第
二
項
」
と
あ
る
の
は
「
附
則
第
五
条
の
六
第
二
項
及
び
第
五

条
の
八
第
六
項
」
と
、
第
四
十
五
条
の
五
第
一
項
中
「
課
し
た
」
と
あ
る
の
は
「
附
則
第

七
条
の
五
第
一
項
の
規
定
の
適
用
が
な
い
も
の
と
し
た
場
合
に
課
す
べ
き
」
と
、
「
の

前
々
年
中
」
と
あ
る
の
は
「
の
同
項
の
規
定
の
適
用
が
な
い
も
の
と
し
た
場
合
に
お
け
る

前
々
年
中
」
と
、
「
、
前
々
年
中
」
と
あ
る
の
は
「
、
附
則
第
七
条
の
五
第
一
項
の
規
定

の
適
用
が
な
い
も
の
と
し
た
場
合
に
お
け
る
前
々
年
中
」
と
す
る
。 

 
 

（
令
和
六
年
度
分
の
個
人
の
市
民
税
の
納
税
通
知
書
に
関
す
る
特
例
） 

第
七
条
の
六 

令
和
六
年
度
分
の
個
人
の
市
民
税
に
限
り
、
個
人
の
市
民
税
の
納
税
通
知
書

に
記
載
す
べ
き
各
納
期
の
納
付
額
に
つ
い
て
は
、
第
四
十
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次

に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。 

一 

特
別
税
額
控
除
対
象
納
税
義
務
者
の
特
別
税
額
控
除
前
の
普
通
徴
収
に
係
る
個
人
の

市
民
税
の
額
（
前
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
が
な
い
も
の
と
し
た
場
合
に
算
出
さ
れ
る

普
通
徴
収
に
係
る
個
人
の
市
民
税
の
額
を
い
う
。
）
、
特
別
税
額
控
除
前
の
普
通
徴
収

に
係
る
個
人
の
県
民
税
の
額
（
法
附
則
第
五
条
の
八
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
の
適

用
が
な
い
も
の
と
し
た
場
合
に
算
出
さ
れ
る
普
通
徴
収
に
係
る
個
人
の
県
民
税
の
額
を

い
う
。
）
及
び
普
通
徴
収
に
係
る
森
林
環
境
税
の
額
の
合
算
額
（
以
下
こ
の
号
に
お
い

て
「
特
別
税
額
控
除
前
の
普
通
徴
収
に
係
る
個
人
の
住
民
税
の
額
」
と
い
う
。
）
か
ら



 

 

そ
の
者
の
普
通
徴
収
に
係
る
個
人
の
市
民
税
の
額
、
普
通
徴
収
に
係
る
個
人
の
県
民
税

の
額
及
び
普
通
徴
収
に
係
る
森
林
環
境
税
の
額
の
合
算
額
を
控
除
し
た
額
（
以
下
こ
の

項
に
お
い
て
「
普
通
徴
収
の
個
人
の
住
民
税
に
係
る
特
別
税
額
控
除
額
」
と
い
う
。
）

が
そ
の
者
の
特
別
税
額
控
除
前
の
普
通
徴
収
に
係
る
個
人
の
住
民
税
の
額
を
四
で
除
し

て
得
た
金
額
（
当
該
金
額
に
千
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
、
又
は
当
該
金
額
の
全
額

が
千
円
未
満
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
金
額
又
は
そ
の
金
額
を
切
り
捨
て
た
金
額
。

以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
分
割
金
額
」
と
い
う
。
）
に
三
を
乗
じ
て
得
た
金
額
を
そ
の

者
の
特
別
税
額
控
除
前
の
普
通
徴
収
に
係
る
個
人
の
住
民
税
の
額
か
ら
控
除
し
た
残
額

に
相
当
す
る
金
額
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
第
一
期
分
金
額
」
と
い
う
。
）
に
満
た

な
い
場
合
に
は
、
当
該
納
税
通
知
書
に
記
載
す
べ
き
各
納
期
の
納
付
額
は
、
第
三
十
九

条
第
一
項
に
規
定
す
る
第
一
期
の
納
期
（
以
下
こ
の
項
、
次
項
及
び
次
条
第
一
項
に
お

い
て
「
第
一
期
納
期
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
は
そ
の
者
の
第
一
期
分
金
額
か
ら
そ
の

者
の
普
通
徴
収
の
個
人
の
住
民
税
に
係
る
特
別
税
額
控
除
額
を
控
除
し
た
額
と
し
、
そ

の
他
の
そ
れ
ぞ
れ
の
納
期
に
お
い
て
は
そ
の
者
の
分
割
金
額
と
す
る
。 

二 

特
別
税
額
控
除
対
象
納
税
義
務
者
の
普
通
徴
収
の
個
人
の
住
民
税
に
係
る
特
別
税
額

控
除
額
が
そ
の
者
の
第
一
期
分
金
額
以
上
で
あ
り
、
か
つ
、
そ
の
者
の
第
一
期
分
金
額

と
そ
の
者
の
分
割
金
額
と
の
合
計
額
に
満
た
な
い
場
合
に
は
、
当
該
納
税
通
知
書
に
記

載
す
べ
き
各
納
期
の
納
付
額
は
、
第
一
期
納
期
に
お
い
て
は
な
い
も
の
と
し
、
第
三
十

九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
第
二
期
の
納
期
（
以
下
こ
の
項
及
び
次
条
第
一
項
に
お
い
て

「
第
二
期
納
期
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
は
そ
の
者
の
第
一
期
分
金
額
と
そ
の
者
の
分

割
金
額
と
の
合
計
額
か
ら
そ
の
者
の
普
通
徴
収
の
個
人
の
住
民
税
に
係
る
特
別
税
額
控

除
額
を
控
除
し
た
額
と
し
、
第
三
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
第
三
期
の
納
期
（
以
下

こ
の
項
に
お
い
て
「
第
三
期
納
期
」
と
い
う
。
）
及
び
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
第
四

期
の
納
期
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
第
四
期
納
期
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
は
そ
の

者
の
分
割
金
額
と
す
る
。 

三 

特
別
税
額
控
除
対
象
納
税
義
務
者
の
普
通
徴
収
の
個
人
の
住
民
税
に
係
る
特
別
税
額

控
除
額
が
そ
の
者
の
第
一
期
分
金
額
と
そ
の
者
の
分
割
金
額
と
の
合
計
額
以
上
で
あ
り
、

か
つ
、
そ
の
者
の
第
一
期
分
金
額
と
そ
の
者
の
分
割
金
額
に
二
を
乗
じ
て
得
た
金
額
と

の
合
計
額
に
満
た
な
い
場
合
に
は
、
当
該
納
税
通
知
書
に
記
載
す
べ
き
各
納
期
の
納
付

額
は
、
第
一
期
納
期
及
び
第
二
期
納
期
に
お
い
て
は
な
い
も
の
と
し
、
第
三
期
納
期
に



 

 

お
い
て
は
そ
の
者
の
第
一
期
分
金
額
と
そ
の
者
の
分
割
金
額
に
二
を
乗
じ
て
得
た
金
額

と
の
合
計
額
か
ら
そ
の
者
の
普
通
徴
収
の
個
人
の
住
民
税
に
係
る
特
別
税
額
控
除
額
を

控
除
し
た
額
と
し
、
第
四
期
納
期
に
お
い
て
は
そ
の
者
の
分
割
金
額
と
す
る
。 

四 

特
別
税
額
控
除
対
象
納
税
義
務
者
の
普
通
徴
収
の
個
人
の
住
民
税
に
係
る
特
別
税
額

控
除
額
が
そ
の
者
の
第
一
期
分
金
額
と
そ
の
者
の
分
割
金
額
に
二
を
乗
じ
て
得
た
金
額

と
の
合
計
額
以
上
で
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
納
税
通
知
書
に
記
載
す
べ
き
各
納
期
の
納

付
額
は
、
第
一
期
納
期
、
第
二
期
納
期
及
び
第
三
期
納
期
に
お
い
て
は
な
い
も
の
と
し
、

第
四
期
納
期
に
お
い
て
は
そ
の
者
の
普
通
徴
収
に
係
る
個
人
の
市
民
税
の
額
、
普
通
徴

収
に
係
る
個
人
の
県
民
税
の
額
及
び
普
通
徴
収
に
係
る
森
林
環
境
税
の
額
の
合
算
額
と

す
る
。 

2 

令
和
六
年
度
分
の
個
人
の
市
民
税
（
第
一
期
納
期
か
ら
第
四
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に

よ
り
普
通
徴
収
の
方
法
に
よ
つ
て
徴
収
さ
れ
る
こ
と
と
な
つ
た
も
の
を
除
く
。
）
を
同
項

の
規
定
に
よ
り
普
通
徴
収
の
方
法
に
よ
つ
て
徴
収
す
る
場
合
に
つ
い
て
は
、
前
項
の
規
定

は
、
適
用
し
な
い
。 

（
令
和
六
年
度
分
の
公
的
年
金
等
に
係
る
所
得
に
係
る
個
人
の
市
民
税
に
関
す
る
特
例
） 

第
七
条
の
七 

令
和
六
年
度
分
の
個
人
の
市
民
税
に
限
り
、
第
四
十
五
条
の
二
第
一
項
の
規

定
に
よ
り
特
別
徴
収
の
方
法
に
よ
つ
て
徴
収
す
べ
き
公
的
年
金
等
に
係
る
所
得
に
係
る
個

人
の
市
民
税
（
第
三
項
に
お
い
て
「
年
金
所
得
に
係
る
特
別
徴
収
の
個
人
の
市
民
税
」
と

い
う
。
）
の
額
及
び
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
普
通
徴
収
の
方
法
に
よ
つ
て
徴
収
す
べ

き
公
的
年
金
等
に
係
る
所
得
に
係
る
個
人
の
市
民
税
の
額
に
つ
い
て
は
、
次
に
定
め
る
と

こ
ろ
に
よ
る
。 

一 

特
別
税
額
控
除
対
象
納
税
義
務
者
の
特
別
税
額
控
除
前
の
年
金
所
得
に
係
る
個
人
の

市
民
税
の
額
（
附
則
第
七
条
の
五
第
一
項
の
規
定
の
適
用
が
な
い
も
の
と
し
た
場
合
に

算
出
さ
れ
る
第
四
十
五
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
前
年
中
の
公
的
年
金
等
に
係
る
所

得
に
係
る
所
得
割
額
及
び
均
等
割
額
（
こ
れ
と
併
せ
て
賦
課
徴
収
を
行
う
森
林
環
境
税

額
を
含
む
。
以
下
こ
の
号
及
び
第
五
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
合
算
額
（
以
下
こ
の
号

及
び
第
五
号
に
お
い
て
「
年
金
所
得
に
係
る
所
得
割
額
及
び
均
等
割
額
の
合
算
額
」
と

い
う
。
）
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
及
び
第
三
項
第
一
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
か
ら
そ
の

者
の
年
金
所
得
に
係
る
所
得
割
額
及
び
均
等
割
額
の
合
算
額
を
控
除
し
た
額
（
以
下
こ

の
項
及
び
第
三
項
に
お
い
て
「
年
金
所
得
に
係
る
個
人
の
市
民
税
に
係
る
特
別
税
額
控



 

 

除
額
」
と
い
う
。
）
が
そ
の
者
の
特
別
税
額
控
除
前
の
普
通
徴
収
に
係
る
個
人
の
市
民

税
の
額
（
特
別
税
額
控
除
前
の
年
金
所
得
に
係
る
個
人
の
市
民
税
の
額
か
ら
特
別
税
額

控
除
前
の
特
別
徴
収
に
係
る
個
人
の
市
民
税
の
額
（
特
別
税
額
控
除
前
の
年
金
所
得
に

係
る
個
人
の
市
民
税
の
額
の
二
分
の
一
に
相
当
す
る
額
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
に
お
い

て
同
じ
。
）
を
控
除
し
た
額
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
二
で
除
し

て
得
た
金
額
（
当
該
金
額
に
千
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
、
又
は
当
該
金
額
の
全
額

が
千
円
未
満
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
金
額
又
は
そ
の
全
額
を
切
り
捨
て
た
金
額
。

以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
第
二
期
分
金
額
」
と
い
う
。
）
を
そ
の
者
の
特
別
税
額
控
除

前
の
普
通
徴
収
に
係
る
個
人
の
市
民
税
の
額
か
ら
控
除
し
た
残
額
に
相
当
す
る
金
額

（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
第
一
期
分
金
額
」
と
い
う
。
）
に
満
た
な
い
場
合
に
は
、

第
一
期
納
期
及
び
第
二
期
納
期
に
普
通
徴
収
の
方
法
に
よ
つ
て
徴
収
す
べ
き
公
的
年
金

等
に
係
る
所
得
に
係
る
個
人
の
市
民
税
の
額
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
普
通
徴
収
対

象
税
額
」
と
い
う
。
）
並
び
に
第
四
十
五
条
の
三
に
規
定
す
る
特
別
徴
収
対
象
年
金
給

付
の
支
払
を
す
る
際
、
特
別
徴
収
の
方
法
に
よ
つ
て
徴
収
す
べ
き
公
的
年
金
等
に
係
る

所
得
に
係
る
個
人
の
市
民
税
の
額
（
以
下
こ
の
項
及
び
第
三
項
に
お
い
て
「
特
別
徴
収

対
象
税
額
」
と
い
う
。
）
は
、
第
一
期
納
期
に
お
い
て
は
そ
の
者
の
第
一
期
分
金
額
か

ら
そ
の
者
の
年
金
所
得
に
係
る
個
人
の
市
民
税
に
係
る
特
別
税
額
控
除
額
を
控
除
し
た

残
額
に
相
当
す
る
税
額
、
第
二
期
納
期
に
お
い
て
は
そ
の
者
の
第
二
期
分
金
額
に
相
当

す
る
税
額
、
当
該
年
度
の
初
日
の
属
す
る
年
の
十
月
一
日
か
ら
十
一
月
三
十
日
ま
で
の

間
に
お
い
て
は
そ
の
者
の
特
別
税
額
控
除
前
の
特
別
徴
収
に
係
る
個
人
の
市
民
税
の
額

を
三
で
除
し
て
得
た
金
額
（
当
該
金
額
に
百
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
、
又
は
当
該

金
額
の
全
額
が
百
円
未
満
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
金
額
又
は
そ
の
全
額
を
切
り
捨

て
た
金
額
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
分
割
金
額
」
と
い
う
。
）
に
二
を
乗
じ
て
得
た

金
額
を
そ
の
者
の
特
別
税
額
控
除
前
の
特
別
徴
収
に
係
る
個
人
の
市
民
税
の
額
か
ら
控

除
し
た
残
額
に
相
当
す
る
金
額
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
十
月
分
金
額
」
と
い

う
。
）
に
相
当
す
る
税
額
、
同
年
十
二
月
一
日
か
ら
翌
年
の
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間

に
お
い
て
は
そ
の
者
の
分
割
金
額
に
相
当
す
る
税
額
と
す
る
。 

二 

特
別
税
額
控
除
対
象
納
税
義
務
者
の
年
金
所
得
に
係
る
個
人
の
市
民
税
に
係
る
特
別

税
額
控
除
額
が
そ
の
者
の
第
一
期
分
金
額
以
上
で
あ
り
、
か
つ
、
そ
の
者
の
第
一
期
分

金
額
と
そ
の
者
の
第
二
期
分
金
額
と
の
合
計
額
に
満
た
な
い
場
合
に
は
、
普
通
徴
収
対



 

 

象
税
額
及
び
特
別
徴
収
対
象
税
額
は
、
第
一
期
納
期
に
お
け
る
税
額
は
な
い
も
の
と
し
、

第
二
期
納
期
に
お
い
て
は
そ
の
者
の
第
一
期
分
金
額
と
そ
の
者
の
第
二
期
分
金
額
と
の

合
計
額
か
ら
そ
の
者
の
年
金
所
得
に
係
る
個
人
の
市
民
税
に
係
る
特
別
税
額
控
除
額
を

控
除
し
た
残
額
に
相
当
す
る
税
額
、
当
該
年
度
の
初
日
の
属
す
る
年
の
十
月
一
日
か
ら

十
一
月
三
十
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
は
そ
の
者
の
十
月
分
金
額
に
相
当
す
る
税
額
、
同

年
十
二
月
一
日
か
ら
翌
年
の
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
は
そ
の
者
の
分
割
金

額
に
相
当
す
る
税
額
と
す
る
。 

三 

特
別
税
額
控
除
対
象
納
税
義
務
者
の
年
金
所
得
に
係
る
個
人
の
市
民
税
に
係
る
特
別

税
額
控
除
額
が
そ
の
者
の
第
一
期
分
金
額
と
そ
の
者
の
第
二
期
分
金
額
と
の
合
計
額
以

上
で
あ
り
、
か
つ
、
そ
の
者
の
第
一
期
分
金
額
、
そ
の
者
の
第
二
期
分
金
額
及
び
そ
の

者
の
十
月
分
金
額
の
合
計
額
に
満
た
な
い
場
合
に
は
、
普
通
徴
収
対
象
税
額
及
び
特
別

徴
収
対
象
税
額
は
、
第
一
期
納
期
及
び
第
二
期
納
期
に
お
け
る
税
額
は
な
い
も
の
と
し
、

当
該
年
度
の
初
日
の
属
す
る
年
の
十
月
一
日
か
ら
十
一
月
三
十
日
ま
で
の
間
に
お
い
て

は
そ
の
者
の
第
一
期
分
金
額
、
そ
の
者
の
第
二
期
分
金
額
及
び
そ
の
者
の
十
月
分
金
額

の
合
計
額
か
ら
そ
の
者
の
年
金
所
得
に
係
る
個
人
の
市
民
税
に
係
る
特
別
税
額
控
除
額

を
控
除
し
た
残
額
に
相
当
す
る
税
額
、
同
年
十
二
月
一
日
か
ら
翌
年
の
三
月
三
十
一
日

ま
で
の
間
に
お
い
て
は
そ
の
者
の
分
割
金
額
に
相
当
す
る
税
額
と
す
る
。 

四 

特
別
税
額
控
除
対
象
納
税
義
務
者
の
年
金
所
得
に
係
る
個
人
の
市
民
税
に
係
る
特
別

税
額
控
除
額
が
そ
の
者
の
第
一
期
分
金
額
、
そ
の
者
の
第
二
期
分
金
額
及
び
そ
の
者
の

十
月
分
金
額
の
合
計
額
以
上
で
あ
り
、
か
つ
、
そ
の
者
の
第
一
期
分
金
額
、
そ
の
者
の

第
二
期
分
金
額
、
そ
の
者
の
十
月
分
金
額
及
び
そ
の
者
の
分
割
金
額
の
合
計
額
に
満
た

な
い
場
合
に
は
、
普
通
徴
収
対
象
税
額
及
び
特
別
徴
収
対
象
税
額
は
、
第
一
期
納
期
及

び
第
二
期
納
期
並
び
に
当
該
年
度
の
初
日
の
属
す
る
年
の
十
月
一
日
か
ら
十
一
月
三
十

日
ま
で
の
間
に
お
け
る
税
額
は
な
い
も
の
と
し
、
同
年
十
二
月
一
日
か
ら
翌
年
の
一
月

三
十
一
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
は
そ
の
者
の
第
一
期
分
金
額
、
そ
の
者
の
第
二
期
分
金

額
、
そ
の
者
の
十
月
分
金
額
及
び
そ
の
者
の
分
割
金
額
の
合
計
額
か
ら
そ
の
者
の
年
金

所
得
に
係
る
個
人
の
市
民
税
に
係
る
特
別
税
額
控
除
額
を
控
除
し
た
残
額
に
相
当
す
る

税
額
、
同
年
二
月
一
日
か
ら
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
は
そ
の
者
の
分
割
金

額
に
相
当
す
る
税
額
と
す
る
。 

五 

特
別
税
額
控
除
対
象
納
税
義
務
者
の
年
金
所
得
に
係
る
個
人
の
市
民
税
に
係
る
特
別



 

 

税
額
控
除
額
が
そ
の
者
の
第
一
期
分
金
額
、
そ
の
者
の
第
二
期
分
金
額
、
そ
の
者
の
十

月
分
金
額
及
び
そ
の
者
の
分
割
金
額
の
合
計
額
以
上
で
あ
る
場
合
に
は
、
普
通
徴
収
対

象
税
額
及
び
特
別
徴
収
対
象
税
額
は
、
第
一
期
納
期
及
び
第
二
期
納
期
並
び
に
当
該
年

度
の
初
日
の
属
す
る
年
の
十
月
一
日
か
ら
翌
年
の
一
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
お
け
る

税
額
は
な
い
も
の
と
し
、
同
年
二
月
一
日
か
ら
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
は

そ
の
者
の
年
金
所
得
に
係
る
所
得
割
額
及
び
均
等
割
額
の
合
算
額
に
相
当
す
る
税
額
と

す
る
。 

２ 

前
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
お
け
る
第
四
十
五
条
の
四
の
規
定
の
適
用
に
つ
い

て
は
、
同
条
第
二
項
中
「
年
金
所
得
に
係
る
特
別
徴
収
税
額
を
当
該
年
度
の
初
日
の
属
す

る
年
の
十
月
一
日
か
ら
翌
年
の
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
お
け
る
当
該
特
別
徴
収
対
象

年
金
所
得
者
に
係
る
特
別
徴
収
対
象
年
金
給
付
の
支
払
の
回
数
で
除
し
て
得
た
額
」
と
あ

る
の
は
、
「
附
則
第
七
条
の
七
第
一
項
各
号
に
規
定
す
る
特
別
徴
収
の
方
法
に
よ
つ
て
徴

収
す
べ
き
額
」
と
す
る
。 

３ 

令
和
六
年
度
分
の
個
人
の
市
民
税
に
限
り
、
年
金
所
得
に
係
る
特
別
徴
収
の
個
人
の
市

民
税
の
額
（
第
一
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
も
の
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
は
、
次
に
定
め

る
と
こ
ろ
に
よ
る
。 

一 

特
別
税
額
控
除
対
象
納
税
義
務
者
の
年
金
所
得
に
係
る
個
人
の
市
民
税
に
係
る
特
別

税
額
控
除
額
が
そ
の
者
の
特
別
税
額
控
除
前
の
特
別
徴
収
に
係
る
個
人
の
市
民
税
の
額

（
特
別
税
額
控
除
前
の
年
金
所
得
に
係
る
個
人
の
市
民
税
の
額
か
ら
第
四
十
五
条
の
五

第
一
項
に
規
定
す
る
年
金
所
得
に
係
る
仮
特
別
徴
収
税
額
を
控
除
し
た
額
を
い
う
。
以

下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
三
で
除
し
て
得
た
金
額
（
当
該
金
額
に
百
円
未
満
の

端
数
が
あ
る
と
き
、
又
は
当
該
金
額
の
全
額
が
百
円
未
満
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数

金
額
又
は
そ
の
全
額
を
切
り
捨
て
た
金
額
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
分
割
金
額
」
と

い
う
。
）
に
二
を
乗
じ
て
得
た
金
額
を
そ
の
者
の
特
別
税
額
控
除
前
の
特
別
徴
収
に
係

る
個
人
の
市
民
税
の
額
か
ら
控
除
し
た
残
額
に
相
当
す
る
金
額
（
以
下
こ
の
項
に
お
い

て
「
十
月
分
金
額
」
と
い
う
。
）
に
満
た
な
い
場
合
に
は
、
特
別
徴
収
対
象
税
額
は
、

当
該
年
度
の
初
日
の
属
す
る
年
の
十
月
一
日
か
ら
十
一
月
三
十
日
ま
で
の
間
に
お
い
て

は
そ
の
者
の
十
月
分
金
額
か
ら
そ
の
者
の
年
金
所
得
に
係
る
個
人
の
市
民
税
に
係
る
特

別
税
額
控
除
額
を
控
除
し
た
残
額
に
相
当
す
る
税
額
、
同
年
十
二
月
一
日
か
ら
翌
年
の

三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
は
そ
の
者
の
分
割
金
額
に
相
当
す
る
税
額
と
す



 

 

る
。 

二 

特
別
税
額
控
除
対
象
納
税
義
務
者
の
年
金
所
得
に
係
る
個
人
の
市
民
税
に
係
る
特
別

税
額
控
除
額
が
そ
の
者
の
十
月
分
金
額
以
上
で
あ
り
、
か
つ
、
そ
の
者
の
十
月
分
金
額

と
そ
の
者
の
分
割
金
額
と
の
合
計
額
に
満
た
な
い
場
合
に
は
、
特
別
徴
収
対
象
税
額
は
、

当
該
年
度
の
初
日
の
属
す
る
年
の
十
月
一
日
か
ら
十
一
月
三
十
日
ま
で
の
間
に
お
け
る

税
額
は
な
い
も
の
と
し
、
同
年
十
二
月
一
日
か
ら
翌
年
の
一
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に

お
い
て
は
そ
の
者
の
十
月
分
金
額
と
そ
の
者
の
分
割
金
額
と
の
合
計
額
か
ら
そ
の
者
の

年
金
所
得
に
係
る
個
人
の
市
民
税
に
係
る
特
別
税
額
控
除
額
を
控
除
し
た
残
額
に
相
当

す
る
税
額
、
同
年
二
月
一
日
か
ら
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
は
そ
の
者
の
分

割
金
額
に
相
当
す
る
税
額
と
す
る
。 

三 

特
別
税
額
控
除
対
象
納
税
義
務
者
の
年
金
所
得
に
係
る
個
人
の
市
民
税
に
係
る
特
別

税
額
控
除
額
が
そ
の
者
の
十
月
分
金
額
と
そ
の
者
の
分
割
金
額
と
の
合
計
額
以
上
で
あ

る
場
合
に
は
、
特
別
徴
収
対
象
税
額
は
、
当
該
年
度
の
初
日
の
属
す
る
年
の
十
月
一
日

か
ら
翌
年
の
一
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
お
け
る
税
額
は
な
い
も
の
と
し
、
同
年
二
月

一
日
か
ら
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
は
そ
の
者
の
第
四
十
五
条
の
五
第
二
項

の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
第
四
十
五
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
年
金
所
得
に

係
る
特
別
徴
収
税
額
に
相
当
す
る
税
額
と
す
る
。 

4 

前
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
お
け
る
第
四
十
五
条
の
四
の
規
定
の
適
用
に
つ
い

て
は
、
同
条
第
二
項
中
「
年
金
所
得
に
係
る
特
別
徴
収
税
額
を
当
該
年
度
の
初
日
の
属
す

る
年
の
十
月
一
日
か
ら
翌
年
の
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
お
け
る
当
該
特
別
徴
収
対
象

年
金
所
得
者
に
係
る
特
別
徴
収
対
象
年
金
給
付
の
支
払
の
回
数
で
除
し
て
得
た
額
」
と
あ

る
の
は
、
「
附
則
第
七
条
の
七
第
三
項
各
号
に
規
定
す
る
特
別
徴
収
の
方
法
に
よ
つ
て
徴

収
す
べ
き
額
」
と
す
る
。 

5 

令
和
六
年
度
分
の
個
人
の
市
民
税
に
つ
き
第
四
十
五
条
の
六
第
一
項
の
規
定
の
適
用
が

あ
る
場
合
に
つ
い
て
は
、
前
各
項
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。 

（
令
和
七
年
度
分
の
個
人
の
市
民
税
の
特
別
税
額
控
除
） 

第
七
条
の
八 

令
和
七
年
度
分
の
個
人
の
市
民
税
に
限
り
、
法
附
則
第
五
条
の
十
二
第
三
項

及
び
第
四
項
に
規
定
す
る
と
こ
ろ
に
よ
り
控
除
す
べ
き
市
民
税
に
係
る
令
和
七
年
度
分
特

別
税
額
控
除
額
を
、
同
条
第
三
項
に
規
定
す
る
特
別
税
額
控
除
対
象
納
税
義
務
者
の
第
三

十
三
条
の
三
、
第
三
十
三
条
の
六
か
ら
第
三
十
三
条
の
九
ま
で
、
附
則
第
五
条
第
二
項
、



 

 

附
則
第
七
条
第
一
項
、
附
則
第
七
条
の
三
の
二
第
一
項
、
附
則
第
七
条
の
四
及
び
附
則
第

九
条
の
二
の
規
定
を
適
用
し
た
場
合
の
所
得
割
の
額
か
ら
控
除
す
る
。 

附
則
第
八
条
第
二
項
中
「
前
条
」
を
「
附
則
第
七
条
の
四
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中

「
第
三
十
三
条
の
九
第
一
項
」
の
下
に
「
、
附
則
第
七
条
の
五
第
一
項
及
び
前
条
」
を
加
え
、

「
同
項
」
を
「
第
三
十
三
条
の
九
第
一
項
」
に
、
「
、
「
前
三
条
」
を
「
「
前
三
条
」
に
、

「
と
す
る
」
を
「
と
、
附
則
第
七
条
の
五
第
一
項
中
「
前
条
及
び
」
と
あ
る
の
は
「
前
条
、

附
則
第
八
条
第
二
項
及
び
」
と
、
前
条
中
「
附
則
第
七
条
の
四
及
び
」
と
あ
る
の
は
「
附
則

第
七
条
の
四
、
次
条
第
二
項
及
び
」
と
す
る
」
に
改
め
る
。 

附
則
第
十
条
の
二
第
二
十
一
項
を
削
り
、
同
条
第
二
十
項
を
同
条
二
十
一
項
と
し
、
同
条

第
十
九
項
中
「
附
則
第
十
五
条
第
二
十
五
項
第
三
号
ハ
」
を
「
附
則
第
十
五
条
第
二
十
五
項

第
四
号
ハ
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
二
十
項
と
し
、
同
条
第
十
八
項
中
「
附
則
第
十
五
条

第
二
十
五
項
第
三
号
ロ
」
を
「
附
則
第
十
五
条
第
二
十
五
項
第
四
号
ロ
」
に
改
め
、
同
項
を

同
条
第
十
九
項
と
し
、
同
条
第
十
七
項
中
「
附
則
第
十
五
条
第
二
十
五
項
第
三
号
イ
」
を

「
附
則
第
十
五
条
第
二
十
五
項
第
四
号
イ
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
十
八
項
と
し
、
同
条

第
十
六
項
中
「
附
則
第
十
五
条
第
二
十
五
項
第
二
号
ハ
」
を
「
附
則
第
十
五
条
第
二
十
五
項

第
三
号
ハ
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
十
七
項
と
し
、
同
条
第
十
五
項
中
「
附
則
第
十
五
条

第
二
十
五
項
第
二
号
ロ
」
を
「
附
則
第
十
五
条
第
二
十
五
項
第
三
号
ロ
」
に
改
め
、
同
項
を

同
条
第
十
六
項
と
し
、
同
条
第
十
四
項
中
「
附
則
第
十
五
条
第
二
十
五
項
第
二
号
イ
」
を

「
附
則
第
十
五
条
第
二
十
五
項
第
三
号
イ
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
十
五
項
と
し
、
同
条

第
十
三
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。 

14 

法
附
則
第
十
五
条
第
二
十
五
項
第
二
号
に
規
定
す
る
設
備
に
つ
い
て
同
号
に
規
定
す
る

市
の
条
例
で
定
め
る
割
合
は
七
分
の
六
と
す
る
。 

附
則
第
十
条
の
二
第
二
十
二
項
中
「
附
則
第
十
五
条
第
三
十
三
項
」
を
「
附
則
第
十
五
条

第
三
十
二
項
」
に
改
め
、
同
条
第
二
十
三
項
中
「
附
則
第
十
五
条
第
三
十
八
項
」
を
「
附
則

第
十
五
条
第
三
十
七
項
」
に
改
め
、
同
条
第
二
十
七
項
を
同
条
第
二
十
八
項
と
し
、
同
条
第

二
十
六
項
を
同
条
二
十
七
項
と
し
、
同
条
第
二
十
五
項
中
「
附
則
第
十
五
条
第
四
十
三
項
」

を
「
附
則
第
十
五
条
第
四
十
二
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
二
十
六
項
と
し
、
同
条
二
十
四

項
中
「
附
則
第
十
五
条
第
四
十
二
項
」
を
「
附
則
第
十
五
条
第
四
十
一
項
」
に
改
め
、
同
項

を
同
条
第
二
十
五
項
と
し
、
同
条
第
二
十
三
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。 

24 

法
附
則
第
十
五
条
第
三
十
八
項
に
規
定
す
る
市
の
条
例
で
定
め
る
割
合
は
二
分
の
一
と



 

 

す
る
。 

附
則
第
十
条
の
三
第
十
二
項
を
同
条
第
十
三
項
と
し
、
附
則
第
十
条
の
三
第
十
一
項
中

「
附
則
第
七
条
第
十
七
項
」
を
「
附
則
第
七
条
第
十
八
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
十
二

項
と
し
、
同
条
第
十
項
中
「
附
則
第
七
条
第
十
六
項
各
号
」
を
「
附
則
第
七
条
第
十
七
項
各

号
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
十
一
項
と
し
、
同
条
第
九
項
中
「
附
則
第
七
条
第
十
一
項
各

号
」
を
「
附
則
第
七
条
第
十
二
項
各
号
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
十
項
と
し
、
同
条
第
八

項
中
「
附
則
第
七
条
第
十
項
各
号
」
を
「
附
則
第
七
条
第
十
一
項
各
号
」
に
改
め
、
同
項
を

同
条
第
九
項
と
し
、
同
条
第
七
項
中
「
附
則
第
七
条
第
九
項
各
号
」
を
「
附
則
第
七
条
第
十

項
各
号
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
八
項
と
し
、
同
条
第
六
項
中
「
附
則
第
七
条
第
八
項
各

号
」
を
「
附
則
第
七
条
第
九
項
各
号
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
七
項
と
し
、
同
条
第
五
項

を
第
六
項
と
し
、
同
条
第
四
項
を
第
五
項
と
し
、
同
条
第
三
項
を
第
四
項
と
し
、
同
条
第
二

項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。 

3 

市
長
は
、
法
附
則
第
十
五
条
の
七
第
一
項
又
は
第
二
項
の
認
定
長
期
優
良
住
宅
の
う
ち

区
分
所
有
に
係
る
住
宅
に
つ
い
て
は
、
前
項
の
申
告
書
の
提
出
が
な
か
つ
た
場
合
に
お
い

て
も
、
長
期
優
良
住
宅
の
普
及
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
年
法
律
第
八
十
七

号
）
第
五
条
第
四
項
に
規
定
す
る
管
理
者
等
か
ら
、
法
附
則
第
十
五
条
の
七
第
三
項
に
規

定
す
る
期
間
内
に
施
行
規
則
附
則
第
七
条
第
四
項
に
規
定
す
る
書
類
の
提
出
が
さ
れ
、
か

つ
、
当
該
区
分
所
有
に
係
る
住
宅
が
法
附
則
第
十
五
条
の
七
第
一
項
又
は
第
二
項
に
規
定

す
る
要
件
に
該
当
す
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
条
第

一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
を
適
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

附
則
第
十
一
条
の
見
出
し
中
「
令
和
三
年
度
か
ら
令
和
五
年
度
」
を
「
令
和
六
年
度
か
ら

令
和
八
年
度
」
に
改
め
、
同
条
第
八
号
中
「
附
則
第
十
九
条
の
三
第
五
項
」
を
「
附
則
第
十

九
条
の
三
第
四
項
」
に
改
め
る
。 

附
則
第
十
一
条
の
二
の
見
出
し
及
び
同
条
第
一
項
中
「
令
和
四
年
度
又
は
令
和
五
年
度
」

を
「
令
和
七
年
度
又
は
令
和
八
年
度
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
令
和
四
年
度
」
を
「
令

和
七
年
度
」
に
改
め
、
「
令
和
五
年
度
分
」
を
「
令
和
八
年
度
分
」
に
改
め
る
。 

附
則
第
十
二
条
の
見
出
し
及
び
同
条
第
一
項
中
「
令
和
三
年
度
か
ら
令
和
五
年
度
」
を

「
令
和
六
年
度
か
ら
令
和
八
年
度
」
に
改
め
、
「
（
商
業
地
等
に
係
る
令
和
四
年
度
分
の
固

定
資
産
税
に
あ
つ
て
は
、
百
分
の
二
・
五
）
」
及
び
「
（
令
和
三
年
度
分
の
固
定
資
産
税
に

あ
つ
て
は
、
前
年
度
分
の
固
定
資
産
税
の
課
税
標
準
額
）
」
を
削
り
、
同
条
第
二
項
及
び
第



 

 

三
項
中
「
令
和
四
年
度
分
及
び
令
和
五
年
度
分
」
を
「
令
和
六
年
度
か
ら
令
和
八
年
度
ま
で

の
各
年
度
分
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
及
び
第
五
項
中
「
令
和
三
年
度
か
ら
令
和
五
年
度
」

を
「
令
和
六
年
度
か
ら
令
和
八
年
度
」
に
改
め
る
。 

附
則
第
十
二
条
の
二
中
「
地
方
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
三
年
法
律
第
七

号
）
附
則
第
十
四
条
第
一
項
」
を
「
地
方
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
六
年
法

律
第
四
号
）
附
則
第
二
十
一
条
第
一
項
」
に
改
め
、
「
令
和
三
年
度
か
ら
令
和
五
年
度
」
を

「
令
和
六
年
度
か
ら
令
和
八
年
度
」
に
改
め
る
。 

附
則
第
十
三
条
の
見
出
し
及
び
同
条
中
「
令
和
三
年
度
か
ら
令
和
五
年
度
」
を
「
令
和
六

年
度
か
ら
令
和
八
年
度
」
に
改
め
、
「
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
」
及
び
「
（
令
和

三
年
度
分
の
固
定
資
産
税
に
あ
つ
て
は
、
前
年
度
分
の
固
定
資
産
税
の
課
税
標
準
額
）
」
を

削
る
。 

附
則
第
十
三
条
の
二
第
四
項
を
削
る
。 

附
則
第
十
三
条
の
三
第
一
項
中
「
令
和
三
年
度
か
ら
令
和
五
年
度
」
を
「
令
和
六
年
度
か

ら
令
和
八
年
度
」
に
改
め
、
「
（
令
和
三
年
度
分
の
固
定
資
産
税
に
あ
つ
て
は
、
前
年
度
分

の
固
定
資
産
税
の
課
税
標
準
額
）
」
を
削
り
、
同
条
第
二
項
中
「
令
和
四
年
度
分
及
び
令
和

五
年
度
分
」
を
「
令
和
六
年
度
か
ら
令
和
八
年
度
ま
で
の
各
年
度
分
」
に
改
め
る
。 

附
則
第
十
四
条
中
「
又
は
第
四
項
」
を
削
る
。 

附
則
第
十
五
条
第
一
項
中
「
令
和
三
年
度
か
ら
令
和
五
年
度
」
を
「
令
和
六
年
度
か
ら
令

和
八
年
度
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
令
和
六
年
三
月
三
十
一
日
」
を
「
令
和
九
年
三
月

三
十
一
日
」
に
改
め
る
。 

附
則
第
十
六
条
の
三
第
三
項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。 

五 

附
則
第
七
条
の
五
及
び
附
則
第
七
条
の
八
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
附
則
第
七

条
の
五
第
一
項
及
び
附
則
第
七
条
の
八
中
「
所
得
割
の
額
」
と
あ
る
の
は
、
「
所
得
割

の
額
並
び
に
附
則
第
十
六
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
市
民
税
の
所
得
割
の
額
」
と

す
る
。 

附
則
第
十
六
条
の
四
第
三
項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。 

五 

附
則
第
七
条
の
五
及
び
附
則
第
七
条
の
八
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
附
則
第
七

条
の
五
第
一
項
及
び
附
則
第
七
条
の
八
中
「
所
得
割
の
額
」
と
あ
る
の
は
、
「
所
得
割

の
額
並
び
に
附
則
第
十
六
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
市
民
税
の
所
得
割
の
額
」
と

す
る
。 



 

 

附
則
第
十
七
条
第
三
項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。 

五 

附
則
第
七
条
の
五
及
び
附
則
第
七
条
の
八
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
附
則
第
七

条
の
五
第
一
項
及
び
附
則
第
七
条
の
八
中
「
所
得
割
の
額
」
と
あ
る
の
は
、
「
所
得
割

の
額
並
び
に
附
則
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
市
民
税
の
所
得
割
の
額
」
と
す

る
。 

附
則
第
十
八
条
第
五
項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。 

五 

附
則
第
七
条
の
五
及
び
附
則
第
七
条
の
八
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
附
則
第
七

条
の
五
第
一
項
及
び
附
則
第
七
条
の
八
中
「
所
得
割
の
額
」
と
あ
る
の
は
、
「
所
得
割

の
額
並
び
に
附
則
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
市
民
税
の
所
得
割
の
額
」
と
す

る
。 

附
則
第
十
九
条
第
二
項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。 

五 

附
則
第
七
条
の
五
及
び
附
則
第
七
条
の
八
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
附
則
第
七

条
の
五
第
一
項
及
び
附
則
第
七
条
の
八
中
「
所
得
割
の
額
」
と
あ
る
の
は
、
「
所
得
割

の
額
並
び
に
附
則
第
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
市
民
税
の
所
得
割
の
額
」
と
す

る
。 

附
則
第
二
十
条
第
二
項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。 

五 

附
則
第
七
条
の
五
及
び
附
則
第
七
条
の
八
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
附
則
第
七

条
の
五
第
一
項
及
び
附
則
第
七
条
の
八
中
「
所
得
割
の
額
」
と
あ
る
の
は
、
「
所
得
割

の
額
並
び
に
附
則
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
市
民
税
の
所
得
割
の
額
」
と
す

る
。 

附
則
第
二
十
条
の
二
第
二
項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。 

五 

附
則
第
七
条
の
五
及
び
附
則
第
七
条
の
八
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
附
則
第
七

条
の
五
第
一
項
及
び
附
則
第
七
条
の
八
中
「
所
得
割
の
額
」
と
あ
る
の
は
、
「
所
得
割

の
額
並
び
に
附
則
第
二
十
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
市
民
税
の
所
得
割
の
額
」
と

す
る
。 

附
則
第
二
十
条
の
二
第
五
項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。 

五 

附
則
第
七
条
の
五
及
び
附
則
第
七
条
の
八
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
附
則
第
七

条
の
五
第
一
項
及
び
附
則
第
七
条
の
八
中
「
所
得
割
の
額
」
と
あ
る
の
は
、
「
所
得
割

の
額
並
び
に
附
則
第
二
十
条
の
二
第
三
項
後
段
の
規
定
に
よ
る
市
民
税
の
所
得
割
の

額
」
と
す
る
。 



 

 

附
則
第
二
十
条
の
三
第
二
項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。 

五 

附
則
第
七
条
の
五
及
び
附
則
第
七
条
の
八
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
附
則
第
七

条
の
五
第
一
項
及
び
附
則
第
七
条
の
八
中
「
所
得
割
の
額
」
と
あ
る
の
は
、
「
所
得
割

の
額
並
び
に
附
則
第
二
十
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
市
民
税
の
所
得
割
の
額
」
と

す
る
。 

附
則
第
二
十
条
の
三
第
五
項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。 

五 

附
則
第
七
条
の
五
及
び
附
則
第
七
条
の
八
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
附
則
第
七

条
の
五
第
一
項
及
び
附
則
第
七
条
の
八
中
「
所
得
割
の
額
」
と
あ
る
の
は
、
「
所
得
割

の
額
並
び
に
附
則
第
二
十
条
の
三
第
三
項
後
段
の
規
定
に
よ
る
市
民
税
の
所
得
割
の

額
」
と
す
る
。 

 （
半
田
市
都
市
計
画
税
条
例
の
一
部
改
正
） 

第
二
条 

半
田
市
都
市
計
画
税
条
例
（
昭
和
五
十
二
年
半
田
市
条
例
第
十
一
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

附
則
第
三
項
を
削
る
。 

附
則
第
四
項
の
見
出
し
及
び
同
項
中
「
法
附
則
第
十
五
条
第
三
十
三
項
」
を
「
法
附
則
第

十
五
条
第
三
十
二
項
」
に
改
め
、
同
項
を
附
則
第
三
項
と
す
る
。 

附
則
第
五
項
の
見
出
し
及
び
同
項
中
「
法
附
則
第
十
五
条
第
三
十
八
項
」
を
「
法
附
則
第

十
五
条
第
三
十
七
項
」
に
改
め
、
同
項
を
附
則
第
四
項
と
し
、
同
項
の
次
に
次
の
一
項
を

加
え
る
。 

（
法
附
則
第
十
五
条
第
三
十
八
項
の
条
例
で
定
め
る
割
合
） 

5 

法
附
則
第
十
五
条
第
三
十
八
項
に
規
定
す
る
市
の
条
例
で
定
め
る
割
合
は
二
分
の
一
と

す
る
。 

附
則
第
六
項
の
見
出
し
及
び
同
項
中
「
法
附
則
第
十
五
条
第
四
十
三
項
」
を
「
法
附
則
第

十
五
条
第
四
十
二
項
」
に
改
め
る
。 

附
則
第
八
項
の
見
出
し
及
び
同
項
中
「
令
和
三
年
度
か
ら
令
和
五
年
度
」
を
「
令
和
六
年

度
か
ら
令
和
八
年
度
」
に
改
め
、
同
項
中
「
（
商
業
地
等
に
係
る
令
和
四
年
度
分
の
都
市
計

画
税
に
あ
つ
て
は
、
百
分
の
二
・
五
）
」
及
び
「
（
令
和
三
年
度
分
の
都
市
計
画
税
に
あ
つ

て
は
、
前
年
度
分
の
都
市
計
画
税
の
課
税
標
準
額
）
」
を
削
る
。 

附
則
第
九
項
及
び
第
十
項
中
「
令
和
四
年
度
分
及
び
令
和
五
年
度
分
」
を
「
令
和
六
年
度



 

 

分
か
ら
令
和
八
年
度
ま
で
の
各
年
度
分
」
に
改
め
る
。 

附
則
第
十
一
項
及
び
第
十
二
項
中
「
令
和
三
年
度
か
ら
令
和
五
年
度
」
を
「
令
和
六
年
度

か
ら
令
和
八
年
度
」
に
改
め
る
。 

附
則
第
十
三
項
の
見
出
し
及
び
同
項
中
「
令
和
三
年
度
か
ら
令
和
五
年
度
」
を
「
令
和
六

年
度
か
ら
令
和
八
年
度
」
に
改
め
、
「
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
」
及
び
「
（
令
和

三
年
度
分
の
都
市
計
画
税
に
あ
つ
て
は
、
前
年
度
分
の
都
市
計
画
税
の
課
税
標
準
額
）
」
を

削
る
。 

附
則
第
十
五
項
中
「
令
和
三
年
度
か
ら
令
和
五
年
度
」
を
「
令
和
六
年
度
か
ら
令
和
八
年

度
」
に
改
め
、
「
（
令
和
三
年
度
分
の
都
市
計
画
税
に
あ
つ
て
は
、
前
年
度
分
の
都
市
計
画

税
の
課
税
標
準
額
）
」
を
削
る
。 

附
則
第
十
六
項
中
「
令
和
四
年
度
分
及
び
令
和
五
年
度
分
」
を
「
令
和
六
年
度
か
ら
令
和

八
年
度
ま
で
の
各
年
度
分
」
に
改
め
る
。 

附
則
第
十
八
項
中
「
附
則
第
八
項
、
第
九
項
」
を
「
附
則
第
九
項
」
に
改
め
る
。 

附
則
第
十
九
項
中
「
第
三
十
五
項
ま
で
、
第
三
十
八
項
、
第
三
十
九
項
、
第
四
十
三
項
若

し
く
は
第
四
十
六
項
」
を
「
第
三
十
四
項
ま
で
、
第
三
十
七
項
、
第
三
十
八
項
、
第
四
十
二

項
若
し
く
は
第
四
十
五
項
」
に
改
め
る
。 

附
則
第
二
十
項
中
「
地
方
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
三
年
法
律
第
七
号
）

附
則
第
十
四
条
」
を
「
地
方
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
六
年
法
律
第
四
号
）

附
則
第
二
十
一
条
」
、
「
令
和
三
年
度
か
ら
令
和
五
年
度
」
を
「
令
和
六
年
度
か
ら
令
和
八

年
度
ま
で
」
に
改
め
る
。 

 

附 

則 

 

（
施
行
期
日
） 

第
一
条 

こ
の
条
例
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ

る
規
定
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。 

一 

第
一
条
中
半
田
市
市
税
条
例
（
以
下
「
市
税
条
例
」
と
い
う
。
）
第
五
十
四
条
の
改
正

規
定 

令
和
七
年
四
月
一
日 

二 

第
一
条
中
市
税
条
例
第
三
十
三
条
の
七
第
一
項
の
改
正
規
定
、
附
則
第
四
条
の
二
を
削

る
改
正
規
定
及
び
次
条
の
規
定 

公
益
信
託
に
関
す
る
法
律
（
令
和
六
年
法
律
第
四
号
）

の
施
行
の
日
の
属
す
る
年
の
翌
年
の
一
月
一
日 



 

 

 
（
市
民
税
に
関
す
る
経
過
措
置
） 

第
二
条 

所
得
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
六
年
法
律
第
四
号
）
附
則
第
三
条
第

一
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
お
け
る
前
条
第
二
号
に
掲
げ
る
規
定
に
よ
る
改
正
後
の

市
税
条
例
第
三
十
三
条
の
七
第
一
項
（
第
九
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
の
適
用
に

つ
い
て
は
、
同
項
第
九
号
中
「
寄
附
金
」
と
あ
る
の
は
、
「
寄
附
金
（
所
得
税
法
等
の
一
部

を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
六
年
法
律
第
四
号
）
附
則
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ

の
効
力
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
る
同
法
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
所
得
税
法
第
七
十

八
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
特
定
寄
附
金
と
み
な
さ
れ
る
も
の
を
含
む
。
）
」
と
す
る
。 

（
固
定
資
産
税
に
関
す
る
経
過
措
置
） 

第
三
条 

別
段
の
定
め
が
あ
る
も
の
を
除
き
、
こ
の
条
例
に
よ
る
改
正
後
の
市
税
条
例
の
規
定

中
固
定
資
産
税
に
関
す
る
部
分
は
、
令
和
六
年
度
以
後
の
年
度
分
の
固
定
資
産
税
に
つ
い
て

適
用
し
、
令
和
五
年
度
分
ま
で
の
固
定
資
産
税
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。 

２ 

令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
六
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
新
た
に
取
得
さ
れ
た
地

方
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
六
年
法
律
四
号
）
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正

前
の
地
方
税
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
二
十
六
号
。
以
下
「
旧
法
」
と
い
う
。
）
附

則
第
十
五
条
第
二
十
五
項
に
規
定
す
る
特
定
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電
設
備
に
対
し
て
課

す
る
固
定
資
産
税
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。 

３ 

平
成
二
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
六
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
受
け
た
旧
法
附
則

第
十
五
条
第
三
十
二
項
に
規
定
す
る
政
府
の
補
助
に
係
る
同
項
に
規
定
す
る
特
定
事
業
所
内

保
育
施
設
の
用
に
供
す
る
固
定
資
産
に
対
し
て
課
す
る
固
定
資
産
税
に
つ
い
て
は
、
な
お
従

前
の
例
に
よ
る
。 

４ 

都
市
再
生
特
別
措
置
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
二
年
法
律
第
四
十
三
号
）
の

施
行
の
日
か
ら
令
和
六
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
整
備
さ
れ
た
旧
法
附
則
第
十
五
条
第

三
十
九
項
に
規
定
す
る
滞
在
快
適
性
等
向
上
施
設
等
の
用
に
供
す
る
固
定
資
産
に
対
し
て
課

す
る
固
定
資
産
税
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。 

（
都
市
計
画
税
に
関
す
る
経
過
措
置
） 

第
四
条 

別
段
の
定
め
が
あ
る
も
の
を
除
き
、
こ
の
条
例
に
よ
る
改
正
後
の
半
田
市
都
市
計
画

税
条
例
の
規
定
は
、
令
和
六
年
度
以
後
の
年
度
分
の
都
市
計
画
税
に
つ
い
て
適
用
し
、
令
和

五
年
度
分
ま
で
の
都
市
計
画
税
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。 

２ 

平
成
二
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
六
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
受
け
た
地
方
税
法



 

 

等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
六
年
法
律
第
四
号
）
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
旧
法
附
則

第
十
五
条
第
三
十
二
項
に
規
定
す
る
政
府
の
補
助
に
係
る
同
項
に
規
定
す
る
特
定
事
業
所
内

保
育
施
設
の
用
に
供
す
る
固
定
資
産
に
対
し
て
課
す
る
都
市
計
画
税
に
つ
い
て
は
、
な
お
従

前
の
例
に
よ
る
。 

３ 

都
市
計
画
再
生
特
別
措
置
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
二
年
法
律
第
四
十
三

号
）
の
施
行
の
日
か
ら
令
和
六
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
整
備
さ
れ
た
旧
法
附
則
第
十

五
条
第
三
十
九
項
に
規
定
す
る
滞
在
快
適
性
等
向
上
施
設
等
の
用
に
供
す
る
固
定
資
産
に
対

し
て
課
す
る
都
市
計
画
税
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。 

 


